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衆
議
院
議
員
首
藤
信
彦
君
提
出
「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
以
下
「
本
条
約
」
と
い
う
。
）
第
五

条
�
�
�
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「financial

or
other

m
aterialbenefit

」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら

「
金
銭
的
利
益
そ
の
他
の
物
質
的
利
益
」
と
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

�

本
条
約
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
は
、
「m

aterial
benefit

」
に
つ
い
て
、
「
物
質
的
利
益
」
の
意
味
で
議
論
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

�

本
条
約
で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
が
ひ
と
し
く
正
文
と
さ
れ

て
い
る
（
本
条
約
第
四
十
一
条
�
）
が
、
英
語
以
外
の
言
語
に
よ
る
正
文
に
お
い
て
は
、
英
語
正
文
の
「m

aterial
be-

nefit

」
に
該
当
す
る
箇
所
は
、
例
え
ば
中
国
語
正
文
で
は
「
物
質
利
益
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
物
質
的

利
益
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
本
条
約
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
政
府
部
内
に
お
い
て
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

条
約
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
正
文
に
お
け
る
個
々
の
文
言
の
意
味
を
正
確
に
反
映
す
る
よ
う
に
、
我
が
国
が

既
に
締
結
し
て
い
る
他
の
条
約
や
国
内
法
令
に
お
け
る
用
語
と
の
整
合
性
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
政
府
部
内
に
お
い
て
慎
重
に

検
討
し
た
上
で
確
定
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
第
三
者
と
し
て
の
専
門
家
」
が
政
府
職
員
以
外
の
者
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
者
を
交
え
て
精
査
し
、
議
論
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二


